
タクシー事業者運行支援交付金交付要綱 

 

（目的） 

第１ 新型コロナウイルス感染症（病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和２年１

月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告され

たものに限る。）であるものに限る。）の影響により利用者が減少している中で、感染防止対策を講

じながら地域公共交通の維持・確保を図っているタクシー事業者（道路運送法（昭和 26年法律第

183号）第３条第１号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を行う者をいう。以下同じ。）の

今後の事業継続を支援し、安全かつ安定した運行の維持・確保を図るため、予算の範囲内で、この

要綱により交付金を交付する。 

 

 （対象事業者） 

第２ この交付金の対象となる者（以下「対象事業者」という。）は、申請日において県内に本店又

は営業所を有しているタクシー事業者（福祉輸送事業限定を除く。）とする。 

 

（交付金の額） 

第３ 交付金の額は、対象事業者が保有する車両１台当たり５万円に、第２項の規定による車両数を

乗じた金額とする。 

２ 対象となる車両数は、申請日において国土交通省東北運輸局岩手運輸支局に一般旅客自動車運送

業の用に供する車両として登録されている車両（「新型コロナウイルスによる急激な需要低下に伴う

休車の特例措置について」の通知（令和３年４月 15日付け一部改正事務連絡東北運輸局自動車交通

部旅客二課長）による休車を含み、市町村等から運行の委託等を受けており、当該運行の用に限り

使用する車両を除く。）の数とする。 

 

 （交付金の申請） 

第４ 対象事業者は、交付金の交付を申請しようとするときは、別表に掲げる書類を知事に提出する

ものとする。 

 

 （交付金の決定及び交付） 

第５ 知事は、申請書を受理したときは、当該申請書を審査し、交付金を交付する必要があると認め

たときは、タクシー事業者運行支援交付金交付決定通知書（様式第４号）により対象事業者に通知

するものとする。 

２ 知事は、前項の決定をした後、速やかに対象事業者に対し、交付金を交付するものとする。 

 

 （交付決定の取消し及び交付金の返還） 

第６ 知事は、対象事業者が偽りその他不正な手段により交付金の交付を受けたと認めたときは、交

付金の交付の決定を取り消し、期限を定めて、その返還を命じることができる。 

 

 （立入検査等） 



第７ 知事は、予算の執行の適正を期するため、対象事業者に対して、必要な報告を求め、又は当該

職員に、その事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の必要な物件を検査させ、若しくは関

係者に質問させることができる。 

 （書類の整備等） 

第８ 対象事業者は、交付金の経理を明らかにした書類を整備し、当該交付金事業の完了の日の属す

る年度の翌年度から起算して５年間これを保存しなければならない。 

 

 （準用） 

第９ この要綱に定めのない事項については、岩手県補助金交付規則（昭和 32年岩手県規則第 71号）

第 15条から第 17条までの規定を交付金の交付について準用する。 

 

 （その他） 

第 10 知事は、対象事業者に対し、この要綱に定めるもののほか、必要と認める書類の提出を求める

ことができる。 

２ この要綱に定めるもののほか、タクシー事業者運行支援交付金に関し必要な事項は、別に定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和３年７月６日から施行し、令和３年度の交付金に限り適用する。 

 

別表（第４関係） 

提出書類及び添付書類 様式 提出部数 提出期日 

タクシー事業者運行支援交付金交付申請書 

１ 誓約書 

２ 申請車両数内訳書 

３ 対象車両の自動車検査証の写し 

４ 振込先に指定する金融機関口座通帳の写し 

５ 臨時休車リストの写し（該当がある場合） 

６ その他知事が必要と認める書類 

様式第１号 

様式第２号 

様式第３号 

１部 

１部 

１部 

１部 

１部 

別に定める。 

 

 


